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１．第３期データヘルス計画全般について

（１）計画策定の手引きの改訂

厚生労働省が作成している、「国民健康保険事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き」
が令和５年５月１８日に改訂され、計画策定にあたっては、『標準化の推進』が求められるように
なりました。
具体的には、全国的な様式の統一、国あるいは県単位の統一目標を設定するなどし、効率的な

計画策定を行うことができるほか、事業成果を他の保険者と経年的に比較をすることができるよ
うになります。

様式例



（２）計画期間と基本理念

第３期データヘルス計画の計画期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和１１年度（２０２９年度）
までの６年間を計画期間とします。

また、『「健康」と「安心」を支えあう みんなの保健』を基本理念とし、その下に２つ基本方針、
３つの事業方針を策定します。
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「健康」と「安心」を支えあう みんなの保健

事業方針

基本方針

基本理念

1.健康を保つための
疾病予防

（健康寿命の延伸）

2.持続可能な保険
サービスの提供

（医療費の適正化）

健康状態を
把握するため
の機会の提供
と取組づくり

重症化予防の
推進による
医療の効率化

適正な医療を
受けるための
情報提供

BA C



事業の評価 事業数

目標達成 ６事業

改善している ６事業

横ばい １事業

悪化している ４事業

評価できない ０事業

◎計画全体の評価

評価指標 目標値 実績値

生活習慣病の改善に取り組んでいる人の割合 ２２％以上 １８．８％

年齢構成が国と同じ割合の１人当たり医療費 ０．８２以下 不明 ※１

※１ 厚生労働省が数値未公表のため、実績値不明。 参考値として、令和２年度実績は0.831であった。
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（3）第2期計画の達成状況

◎個別事業の評価



5

2．第３期データヘルス計画で取り組む事業について

（１）基本方針と事業方針

基本理念の下、『健康を保つための疾病予防』、『持続可能な保険サービスの提供』の２つの
基本方針を、さらにその下に３つの事業方針を定めます。
第３期データヘルス計画では、第２期計画の実績などを踏まえ、事業方針のもとに１３の具

体的な個別事業を策定し、取り組んで参ります。

「健康」と「安心」を支えあう みんなの保健

事業方針

基本方針

基本理念

1.健康を保つための
疾病予防

（健康寿命の延伸）

2.持続可能な保険
サービスの提供

（医療費の適正化）

健康状態を
把握するため
の機会の提供
と取組づくり

重症化予防の
推進による
医療の効率化

適正な医療を
受けるための
情報提供

BA C
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（２）新規事業の紹介

第３期データヘルス計画で取り組む１３事業のうち、新たに２つの事業の取り組みを始めます。

①特定健康診査

②特定健康診査受診勧奨

③ヤング健診事業

④特定保健指導

⑤特定保健指導未利用者対策

⑥がん検診

⑦健康意識向上の取組み

⑧糖尿病性腎症医療機関受診勧奨事業

⑨生活習慣病に関する異常値放置者に対する医療機関受診勧奨事業

⑩生活習慣病に関する治療中断者に対する医療機関受診勧奨事業【新規】

⑪ジェネリック医薬品等の啓発

⑫服薬情報通知事業

⑬受診行動適正化事業【新規】



★生活習慣病に関する治療中断者に対する医療機関受診勧奨事業

生活習慣病のイメージ
（厚生労働省生活習慣病対策室）

生活習慣病は、川の流れを下るように進行します。
なるべく上流でとどめて、QOL（Quality Of Life＝身体的・精神的・社会的な満足度）の低下や
医療費の圧迫を防ぐことが重要です。
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★生活習慣病に関する治療中断者に対する医療機関受診勧奨事業

しかし、分析の結果、本市の国民健康保険被保険者では
「生活習慣病に関する治療中断者」が

難病等を抱えている方や指導が困難な方を除外し、効果が高く効率の良い

対象者に限定した上で、第３期計画では新たに、

『生活習慣病の治療を開始したものの、治療を中断してしまった方々に対するア

プローチ』を行います。

115名存在することが分かっています。

第２期計画時より、生活習慣病に関する異常値放置者に対する医療機関受診勧奨事業は

行って参りました。



生活習慣病治療中断者向け通知（例）
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★生活習慣病に関する治療中断者に対する医療機関受診勧奨事業

通院の必要性等を訴求し、対象者へ通院再開の行動変容を促します。



131名、 461名、 412名

存在することが分かっています。

★受診行動適正化事業

分析の結果、本市には「重複受診、頻回受診、重複服薬と思われる患者」が

そのうち、「必要な医療」にかかっている方や指導が困難な方を除外し、効果が

高く効率の良い対象者に限定した上で、第３期計画では新たに、

『レセプト（診療報酬明細書）データより抽出をした医療機関等への重複受診者及び

頻回受診者に対して、適正な受診を促すアプローチ』を行います。
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重複受診 頻回受診 重複服薬

多受診(重複受診･頻回受診･重複服薬)は、不適切な受診行動も含まれているため、
これらの患者を正しい受診行動に導く指導が必要になります。



受診行動適正化通知（例）

正しい医療へのかかりかたを訴求し、対象者の受診行動の適正化を促します。

★受診行動適正化事業
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

中間評価

進捗報告 進捗報告 進捗報告 進捗報告進捗報告進捗報告

事 業 実 施

3．第３期データヘルス計画の今後の流れについて

第２期同様、毎年の国保運営協議会にて、各年度における計画の進捗状況をご報告します。
また、計画全体の中間年度である令和８年度（２０２６年度）には、中間評価を実施し、

必要に応じて事業の実施方法の見直しなどを行います。
また、同じ計画期間で『第４期安城市国民健康保険特定健康診査等実施計画』を定め、特定健康

診査、特定保健指導の実施を進めて参ります。
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